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（ 公 印 省 略 ） 

 

 

経済産業省による令和６年度補正予算省エネ補助金の 

２次公募期間等について 

 

標記の件につきましては、北九医発第５７号（Ｒ７．４．１０付）にてお知らせしたと

ころですが、今般、県医師会より別紙の通り２次公募についての通知がありましたので、

お知らせ致します。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



福県医発第 625 号（地） 

令和７年５月 29日 

 

各 医 師 会 長  殿 

 

                         福 岡 県 医 師 会 

会 長 蓮 澤 浩 明 

（公 印 省 略）  

 

 

経済産業省による令和６年度補正予算省エネ補助金の２次公募期間等について 

 

 さて、標記補助金につきましては、令和７年４月２日付福県医発第 10 号（地）にてご案

内しているところです。 

今般、当該補助金の２次公募の事業概要が公開され、２次公募の期間が「令和７年６月２

日（月）～７月 10日（木）」とされましたので、お知らせいたします。 

 省エネ補助金は、事業者向けに省エネ性能の高い設備・機器への更新を支援するもので、

４つの類型（Ⅰ～Ⅳ）がある中で、「Ⅲ 設備単位型」が多く利用されています。 

 補助率は、事業の区分及び事業者の区分（「中小企業者等」「大企業」「その他」）によって

１/３以内～２/３以内です。 

 個人事業主（青色申告者に限る）及び、従業員が 300人以下の医療法人は「中小企業者等」

の取り扱いになり、従業員が 300人超の医療法人は「その他」の取り扱いになります。詳細

は公募要領をご確認ください。 

 なお、医療機関、介護施設等の活用事例としては、「高効率空調」、「高性能ボイラ」、「業

務用給湯器」、「制御機能付き LED 照明器具」などがあります。活用事例は、https://sii.o

r.jp/cutback/example/searchで検索することができます。 

 その他、省エネルギー診断事業（https://shoeneshindan.jp/）として、中小事業者等が

１設備 5,720円などの料金で専門家による省エネ診断を受けられる事業もあり、詳細は下記

サイトをご参照ください。医療法人の場合、前年度もしくは直近１年間のエネルギー使用量

（原油換算値）が 1,500kl未満の事業所が対象となります。 

 つきましては、貴会におかれましても本件についてご了知いただき、貴会会員への周知方

よろしくお願いいたします。 

 なお、申請についてのご不明な点は、下記コールセンターまでお問合せください。 

 

記 

 

・省エネルギー投資促進支援事業費補助金 

 https://syouenehojyokin.sii.or.jp/34business/ 

・省エネルギー投資促進・需要構造転換支援事業費補助金 

 https://syouenehojyokin.sii.or.jp/124business/ 

https://sii.or.jp/cutback/example/search
https://sii.or.jp/cutback/example/search
https://syouenehojyokin.sii.or.jp/34business/
https://syouenehojyokin.sii.or.jp/124business/


・コールセンターについて 

＜一般社団法人 環境共創イニシアチブ＞ 

受付時間 平日 10:00～12:00、13:00～17:00（土曜、日曜、祝日を除く） 

（Ⅰ）工場・事業場型     (a)先進枠 03-5565-3840 

(b)一般枠・中小企業投資促進枠 03-5565-4463 

 

（Ⅱ）電化・脱炭素燃転型   03-5565-3840 

 

（Ⅲ）設備単位型ナビダイヤル 0570-039-930 

IP電話から  042-303-0420 

 

（Ⅳ）エネルギー需要最適化型 03-5565-4773 

 

・省エネ診断事業ナビダイヤル 0570-000-680 

IP電話から  042-303-0413 



  日医発第 354 号（医経）  

令和 7 年 5 月 27 日  

都道府県医師会  

担当理事  殿  

公益社団法人  日本医師会  

常任理事  宮川  政昭  

（公印省略）  

経済産業省による令和 6 年度補正予算  省エネ補助金  

の 2 次公募期間等について（情報提供）  

標記の補助金については、令和 7 年 3 月 30 日付文書（日医発第 2239 号）にてご

案内しているところです。  

今般、当該補助金の 2 次公募の事業概要が公開され、2 次公募の期間が「令和 7

年 6 月 2 日（月）～7 月 10 日（木）」とされましたので、お知らせいたします。  

省エネ補助金は、事業者向けに省エネ性能の高い設備・機器への更新を支援する

もので、４つの類型（Ⅰ～Ⅳ）がある中で、「Ⅲ  設備単位型」が多く利用されてい

ます。  

補助率は、事業の区分及び事業者の区分（「中小企業者等」「大企業」「その他」）

によって 1/3 以内～2/3 以内です。  

個人事業主（青色申告者に限る）及び、従業員が 300 人以下の医療法人は「中小

企業者等」の取り扱いになります。従業員が 300 人超の医療法人は「その他」の取

り扱いになります。詳細は公募要領をご確認ください。  

対象設備等は、下記のホームページに掲載されています。  

・省エネルギー投資促進支援事業費補助金（設備単位型）

https://syouenehojyokin.sii.or.jp/34business/ 

・省エネルギー投資促進・需要構造転換支援事業費補助金

https://syouenehojyokin.sii.or.jp/124business/ 

なお、医療機関、介護施設等の活用事例としては、「高効率空調」、「高性能ボイラ」

「業務用給湯器」「制御機能付き LED 照明器具」などがございます。活用事例は、 

https://sii.or.jp/cutback/example/search で検索することができます。また、日医発

第 2239 号には業種「医療・福祉」で検索した事例集もご参考として添付しており

ます。  

その他、省エネルギー診断事業として、中小事業者等が 1 設備 5,720 円などの

https://syouenehojyokin.sii.or.jp/34business/
https://syouenehojyokin.sii.or.jp/124business/
https://sii.or.jp/cutback/example/search


料金で専門家による省エネ診断を受けられる事業もあり、詳細は下記特設サイトで

公開されています。医療法人の場合、前年度もしくは直近 1 年間のエネルギー使用

量（原油換算値）が 1,500kl 未満の事業所が対象となります。  

 

・省エネ診断事業  

https://shoeneshindan.jp/ 

 

 

申請についてのご不明な点は、下記コールセンターまでお問い合わせください。  

＜一般社団法人  環境共創イニシアチブ＞  

受付時間  平日 10:00～12:00、13:00～17:00（土曜、日曜、祝日を除く）  

（Ⅰ）工場・事業場型  (a)先進枠 03-5565-3840 

    (b)一般枠・中小企業投資促進枠 03-5565-4463 

（Ⅱ）電化・脱炭素燃転型  03-5565-3840 

（Ⅲ）設備単位型   ナビダイヤル  0570-039-930 

IP 電話から  042-303-0420 

（Ⅳ）エネルギー需要最適化型  03-5565-4773 

 

・省エネ診断事業   ナビダイヤル  0570-000-680 

    IP 電話から  042-303-0413 

 

つきましては、貴会におかれましても、本件についてご了知の上、郡市区医師会

および会員への周知方につきご高配を賜りますようお願い申し上げます。  

 

【別添資料】  

・事業概要  令和 6 年度補正予算  省エネルギー投資促進支援事業費補助金  

（二次公募）  

 

・事業概要  令和 6 年度補正予算  省エネルギー投資促進・需要構造転換支援事

業費補助金（二次公募）  

 

・事業概要  令和 6 年度補正  中小企業等エネルギー利用最適化推進事業費  

（省エネ診断）  

 

https://shoeneshindan.jp/


https://sii.or.jp/




https://sii.or.jp/




令和６年度補正 中小企業等エネルギー利用最適化推進事業費
（地域エネルギー利用最適化・省エネルギー診断拡充事業）

省エネの専門家が工場・ビル・店舗等のエネルギーの使用状況を把握し、

省エネ出来る改善項目の提案をします。

また希望に応じて、省エネお助け隊やその他診断機関が実施した省エネ診断

結果を基に、省エネ取組を一緒に進めていくためのサポートをします。

■省エネ診断・伴走支援を受けた方々の声

⚫ 専門家の視点で的確なアドバイスをもらい、今後の省エネ取組のイメージが持てた。

⚫ 投資0円ですぐに始められる省エネ提案もあり、取組みやすかった。

⚫ 補助金申請の相談にも気軽に乗ってもらえた。

⚫ 現状の取組みの定量的な評価により、何に注力して取組むべきか明確になった。

❶

更新設備の最適仕様の調査、補助金等の
申請サポート、省エネ・再エネ取組の
定着支援等、幅広いサポートをします。

計測機器で取得したデータを活用し、
設備やプロセスごとのエネルギー使用
状況の見える化、分析等を行い、
省エネ対策を提案します。

設備の管理状況を診断し、エネルギー
の無駄遣いや省エネにつながるヒント
を見つけ、コスト削減の提案をします。

ウォークスルー診断

伴走支援

IT診断

事前ヒアリング

貴社のニーズや支援活
動に必要な情報を確認

支援活動実施

現地で専門家による
支援活動を実施

報告会

診断・伴走支援の報告
をもって支援活動完了

❷

❸

5,720円～48,840円
※診断を希望する設備の規模や設備種別数、
年間のエネルギー使用量等に応じて変動

22,000円～55,000円程度
※支援内容に応じて設定、最大220,000円

11,000円～22,000円程度
※支援内容に応じて設定、最大48,840円

お申込み

特設WEBサイトから
お申込み

※ 打ち合わせを実施する場合もございます ※複数回実施する場合もございます

支援
活動
の流れ

※価格は税込みです。



年間エネルギー使用量/延床面積/事業所の規模は、いずれか1つを満たしていれば当該プランをご利用いただけます。
詳細は診断機関にお問い合わせください。

詳細ＵＲＬ

ナビダイヤル

設備単位プラン
※最大２設備まで組合せ可能です 5,720円/設備

https://shoeneshindan.jp/

0570-000-680 ※ＩＰ電話からのお問い合わせ 042-303-0413

受付時間 ： 10：00～12:00、13：00～17：00（土日祝日を除く）

診断プラン ご負担額（税込） 延床面積 事業所の規模

300kl
診断プラン 15,290円

300kl以下 1,000㎡以下

―

1,500kl
診断プラン 21,010円 300kl超

～1,500kｌ以下

1,000㎡超
～2,000㎡以下

2棟以上又は
4階建て以上

3,000kl
診断プラン 26,840円 1,500kl超

～3,000kl以下

2,000㎡超
～5,000㎡以下

3棟以上又は
7階建て以上

カスタム
診断プラン

26,840円超

～48,840円
3,000kl超 5,000㎡超

4棟以上又は
10階建て以上

まずは気軽に診断を受けてみたい方におすすめ！

ウォークスルー診断

or

or

or

以下のいずれかに該当する事業者は、省エネ診断を受診することができます。

⚫ 中小企業基本法に定める中小企業者

⚫ 会社法上の会社に該当せず、前年度もしくは直近１年間のエネルギー使用量（原油換算値）が1,500kl未満の事業所(※)

※ 会社法上の会社以外とは、「社会福祉法人」「医療法人」「学校法人」「特定非営利活動法人（ＮＰＯ法人）」「協同組合」等をいう。

診断を受けられる事業者

①設備単位プラン

②工場・事業所全体プラン

■ 料金（税込）

年間エネルギー使用量

省エネ診断・伴走支援の詳しい情報・お申込みはこちらから！

コンプレッサ生産設備 給排水
・排水処理

デマンド

空調設備 ボイラ
・給湯器

工業炉 受変電設備照明設備

ご負担額（税込）

ＩＴ診断 データを活用して、効果的な省エネ
対策を実施したい方におすすめ！

ご負担額
（税込）

22,000円～55,000円程度

（最大220,000円）

伴走支援
省エネ診断後も継続的にフォローを
受け、確実に成果を出したい方に
おすすめ！

ご負担額
（税込）

11,000円～22,000円程度

（最大48,840円）

冷凍冷蔵
設備
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